
証券コード　1788
令和３年９月７日

株 主 各 位
滋 賀 県 甲 賀 市 信 楽 町 江 田 6 1 0 番 地

株式会社 三 東 工 業 社
代表取締役社長 奥 田 克 実

１．日 時 令和３年９月24日（金曜日）午前10時
２．場 所 滋賀県栗東市上鈎480番地

当社　本社５階　会議室
末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違
えのないようご注意ください。

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第67期（令和２年７月１日から令和３年６月30日まで）事業報

告および計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第５号議案

定款一部変更の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額　

改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

第67回　定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
しあげます。
　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点か
ら、本株主総会につきましては、書面またはインターネットにより議決権を行使
することができますので、株主様の健康状態にかかわらず、極力株主総会当日の
ご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。
　なお、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、後述のご案
内に従って令和３年９月22日(水曜日)午後５時までに議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。

敬　具

記

－ 1 －



４．議決権の行使についてのご案内
（１）書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、令和３年９月22日（水曜
日）午後５時までに到着するようご返送ください。

（２）インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（３頁）の「インタ
ーネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、令和３年９月22日（水曜
日）午後５時までに行使してください。

（３）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。ま
た、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申しあげます。なお、本株主総会招集ご通知に記載しております株主総会参考

書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ

ト（アドレスhttps://www.santo.co.jp）に掲載させていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項を
ご了承いただきますようお願い申しあげます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウ
ェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

　　議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.web54.net

２．議決権行使の方法について

（１）パソコンをご利用の方
　上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

（２）スマートフォンをご利用の方

　同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェ
ブサイトログインＱＲコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行
使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使
ウェブサイトから議決権を行使できます。
　なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度Ｑ
Ｒコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」およ
び「パスワード」を入力いただく必要があります。

３．議決権行使のお取扱いについて

（１）議決権の行使期限は、令和３年９月22日（水曜日）午後５時までとな
っておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（２）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、
インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（３）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信
事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

（４）パソコンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウ
ェブサイトがご利用できない場合があります。
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４．パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する
ための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワ
ードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限
り有効です。

５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場
合は、下記にお問い合わせください。

　三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
　〔電話〕　0120　（652）　031　（受付時間　9：00　～　21：00）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

　ア．証券会社に口座をお持ちの株主様
　証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わ
せください。

　イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
　三井住友信託銀行　証券代行部
　〔電話〕　0120　（782）　031
　　　　　　　　　（受付時間　9：00　～　17：00　土日休日を除く）

以上
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(令和２年７月１日から
令和３年６月30日まで)

（提供書面）

事 　業 　報 　告

１．会社の現況に関する事項

(1)　事業の経過および成果

①　事業の状況

　当期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化によ

り、多くの社会経済活動において制約を受け停滞する中で、個人消費や企業

収益が悪化するなど、厳しい状況で推移しました。

　建設業界につきましては、公共投資は堅調に推移する一方、民間設備投資

は景気動向を踏まえた企業の慎重な投資姿勢により減少傾向が続きました。

　このような経済状況下、当社は現場力の強化、経費削減およびリスク管理

の強化を重点課題として取り組み、競争力を高める努力をしてまいりまし

た。

　この結果、当期の経営成績は、受注高6,702百万円（前期比0.2％増）、売

上高7,452百万円（前期比30.7％増）、営業利益212百万円（前期比133.0％

増）、経常利益225百万円（前期比103.3％増）、当期純利益143百万円（前

期比47.5％増）となりました。

　各セグメント別の概況は次のとおりであります。

【土木部門】

　土木部門におきましては、一般土木、地下技術、舗装等の工事を行ってお

ります。

　当期の経営成績は、受注工事高3,795百万円（前期比12.1％減）となり、

完成工事高4,192百万円（前期比4.6％増）、セグメント利益109百万円（前

期比121.1％増）となりました。
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当期の受注高、完成工事高および繰越工事高 （単位：百万円）

区 分
前 期
繰越工事高

当 期
受 注 高

計
当 期 完 成
工 事 高

次 期
繰越工事高

土 木 部 門 計 1,847 3,795 5,642 4,192 1,449

一 般 土 木 1,767 3,071 4,838 3,470 1,367

地 下 技 術 60 382 442 394 48

舗 装 18 341 360 327 33

建 築 部 門 1,870 2,907 4,777 3,226 1,551

合　計 3,717 6,702 10,420 7,419 3,001

【建築部門】

　建築部門におきましては、店舗、マンション、工場等の建築工事を行って

おります。

　当期の経営成績は、受注工事高2,907百万円（前期比22.6％増）となり、

完成工事高3,226百万円（前期比94.0％増）、セグメント利益95百万円（前

期比248.7％増）となりました。

【不動産部門】

　不動産部門におきましては、不動産の売買等を行っております。

　当期の経営成績は、売上高32百万円（前期比1.2％減）、セグメント利益

７百万円（前期比48.9％減）となりました。

　(注)工事を施工する土木部門および建築部門のみの記載となっております。

　②　設備投資および資金調達の状況

　当期中に実施いたしました設備投資額は25百万円であり、このうち主なも

のは車両運搬具の取得によるものであります。

　なお、資金については自己資金を充当いたしました。
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区 分
第64期

(平成30年６月期)
第65期

(令和元年６月期)
第66期

(令和２年６月期)
第67期

(令和３年６月期)

受 注 高 4,592 6,389 6,688 6,702

売 上 高 5,446 5,500 5,703 7,452

経 常 利 益 74 126 110 225

当 期 純 利 益 73 55 97 143

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 106円95銭 80円25銭 149円83銭 240円23銭

純 資 産 2,686 2,680 2,524 2,664

総 資 産 3,934 4,049 4,003 4,865

１ 株 当 た り 純 資 産 額 3,919円75銭 3,910円68銭 4,244円94銭 4,385円23銭

  (2) 直前３事業年度の財産および損益の状況　　　　　　　  （単位：百万円）

（注）　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月

16日）を第65期（令和元年６月期）の期首から適用しており、第64期（平成30年６

月期）の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額とな

っております。

　(3) 対処すべき課題

　建設業界におきましては、建設従事者の高齢化が深刻な問題となってお

り、将来における人手不足が懸念されております。また、昨今では仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が重視され、職場環境の改善が喫緊

の課題となっています。人が何よりの財産であり、働きやすい環境を構築す

ることが、持続可能な経営を行う上で最重要の課題と認識しております。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、ワクチンの接種が進

んでいるものの、全国で感染拡大の第５波に入ってきており、本格的な経済

回復には時間を要するものと考えられます。

　当社ではこのような状況を踏まえ、公共事業の発注を確実に手中に収める

とともに、民間でも比較的景気の影響を受けにくい業種への提案や展開を図

ることで受注の獲得を図っていきたいと考えております。
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建設業法に基づく許可 国土交通大臣許可　（特－２）第9082号

  (4) 主要な事業内容　（令和３年６月30日現在）

土木、建築、舗装、各工事の総合請負

設計監理　一級建築士事務所　　　　滋賀県知事登録　(ハ)第2101号

不動産取扱　宅地建物取引業者免許　滋賀県知事　(８)第1845号

労働者派遣　労働者派遣事業許可　厚生労働大臣許可　派25-300225

本社 滋賀県栗東市上鈎480番地

本店 滋賀県甲賀市信楽町江田610番地

大阪支店 大阪府大阪市天王寺区東高津町11番７号

大津営業所 滋賀県大津市長等三丁目２番23号

  (5) 主要な営業所　（令和３年６月30日現在）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

95名 11名増 45.7歳 16.2年

  (6) 使用人の状況　（令和３年６月30日現在）

（注）使用人数は就業人員であり、臨時従業員は含まれておりません。
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株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

有 限 会 社 東 物 産 88 14.50

三 東 工 業 社 従 業 員 持 株 会 34 5.74

中 川 　 徹 32 5.39

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 28 4.61

佐 藤 兼 義 21 3.49

東 　 一 孝 18 2.98

大 西 藤 司 16 2.72

中 川 千 秋 16 2.65

太 洋 基 礎 工 業 株 式 会 社 16 2.63

三 東 工 業 社 協 力 会 持 株 会 10 1.73

２．会社の株式に関する事項

　　株式の状況　　　　(令和３年６月30日現在)

①　発行可能株式総数　　　　　　　2,200,000株

②　発行済株式の総数　　　　　　　　686,000株

③　株主数　　　　　　　　　　　　　　　 970名

④　大株主（上位10名）

（注）１. 持株数の千株未満は切り捨てております。

２. 当社は令和３年６月30日現在、78,359株の自己株式を保有しておりますが、上記

大株主から除外しております。

３. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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地 　 　 　 位 氏 　 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 奥 田 克 実

代 表 取 締 役
専 務 執 行 役 員

細 川 礼 昭 株式会社古澤建設取締役

取 締 役
専 務 執 行 役 員

中 村 幸 治 建築事業本部長

取 締 役
（常勤監査等委員）

奥 村 敏 朗 株式会社古澤建設監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

山 本 泰 造
公益財団法人深尾理工教育
振 興 財 団 常 務 理 事

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

津 田 穂 積
津田公認会計士事務所所長
京都機械工具株式会社
社外取締役（監査等委員）

氏　　　名 異　動　前 異　動　後 異動年月日

細 川 礼 昭 代表取締役専務
代表取締役
専務執行役員

令和２年９月25日

中 村 幸 治 常務取締役
取締役

専務執行役員
令和２年９月25日

３．会社役員に関する事項

(1)　取締役の状況

　①　取締役の状況(令和３年６月30日現在)

（注）１. 取締役（監査等委員）山本泰造氏および津田穂積氏は社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）津田穂積氏は公認会計士および税理士の資格を有しており、財

務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

３. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高

め、監査・監督機能を強化するために、奥村敏朗氏を常勤の監査等委員として選定し

ております。

４. 取締役（監査等委員）山本泰造氏および津田穂積氏については、当社が東京証券取引

所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

５. 当事業年度中における取締役の地位、担当の異動は次のとおりであります。
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　②責任限定契約の内容の概要

　　　当社は、会社法第427条第１項の定めに基づき、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を

限定（賠償責任の限度額は法令に定める額とする）する契約を締結する

ことができる旨を定款に定めておりますが、該当する契約は締結してお

りません。

　③補償契約の内容の概況

　　　該当事項はありません。

　④役員等賠償責任保険契約の内容の概況

　　　当社は保険会社との間で、当社の取締役を被保険者とする、会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保

険料は当社が負担しております。

　　　当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任

を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって

生ずることのある損害を、当該保険契約により填補するものであり、１

年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定し

ております。

　⑤取締役の報酬等

　１）役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　　　当社は、令和３年２月25日開催の取締役会議において、取締役（監査

等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報

酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議

に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の諮問機関である報

酬委員会より答申を受けております。取締役の個人別の報酬等の内容に

係る決定方針（以下、決定方針という。）以下のとおりです。

　　　当社の取締役の報酬等は、業績連動報酬等（金銭報酬である賞与およ

び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬）と業績連動報酬等以外の報酬

（月例の金銭報酬）により構成されており、その支給割合は、当該期の

業績や財務状態を勘案して決定するものとしております。

　　　業績連動報酬等は、売上高及び各段階利益等の業績を指標として支給
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総額を決定します。このうち、賞与の個人別の報酬案は、業績への貢献

度や戦略課題の達成度等を勘案し、職務内容等も加味したうえで総合的

な判断を行うものとしております。譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬

案は、業績及び役位・職務に応じて判断し、年間報酬分の前払いとして

支給するものとしております。なお、評価指標の目標値を達成するた

め、将来の成長に向けた先行投資や課題解決に向けた活動等の実施が過

度に抑制されないよう、目標値については具体的な値は設定しておりま

せん。

　　　業績連動報酬等以外の報酬（月例の金銭報酬）の個人別の報酬案は、

一定の基準を基に役位・職務に応じて判断するものとし、決定した報酬

等は、業績連動報酬等は毎年一定の時期に、業績連動報酬等以外の報酬

は月例の基本報酬として支給します。

　２）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　　　取締役の金銭報酬の額は、平成28年９月27日開催の第62回定時株主総

会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について年額

120百万円以内（ただし使用人分給与は含まない）、監査等委員である取

締役については年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主

総会終結時点の取締役の員数は９名（うち監査等委員である取締役は３

名）です。また、令和２年９月25日開催の第66回定時株主総会におい

て、当該金銭報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬

債権の総額を、年額20百万円以内、株式数の上限を年10,000株以内、監

査等委員である取締役については年額10百万円以内、株式数の上限を年

額5,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役

の員数は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。

　３）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等

は、取締役会が各人の役位・職務・業績・貢献度を勘案し一定の基準を

基に総合的に判断したうえで案を作成し、任意の諮問機関である報酬委

員会へ諮問し、任意の諮問機関である報酬委員会は取締役会の諮問を受

け、内容を判断し取締役会へ答申いたします。取締役会は報酬委員会か
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区　　分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動報酬

（金銭）

業績連動報酬

（非金銭）

取締役（監査等委員を除く）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

61,300

（－）

53,700

（－）

7,600

（－）

－

（－）

７

（－）

取締役（監査等委員）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

29,450

(15,300)

27,150

(14,100)

2,300

(1,200)

－

（－）

３

（２）

合 計

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

90,750

(15,300)

80,850

(14,100)

9,900

(1,200)

－

（－）

１０

（２）

らの答申を受け、内容を協議のうえ、決議し取締役の個人別報酬等を決

定するものとしております。

　４)取締役に支払った報酬等の総額

（注）１.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２.取締役の報酬等の額には、役員賞与支給額9,900千円を含んでおります。

３.業績連動報酬等（金銭報酬である賞与）は、売上高及び各段階利益等の業績を指標と

して算定されております。

４.取締役の金銭報酬の額は、平成28年９月27日開催の第62回定時株主総会において、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）について年額120百万円以内（ただし使用人

分給与は含まない）、監査等委員である取締役については年額30百万円以内と決議さ

れております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち監査等委員で

ある取締役は３名）です。また、令和２年９月25日開催の第66回定時株主総会におい

て、当該金銭報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する

譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円

以内、株式数の上限を年10,000株以内、監査等委員である取締役については年額10百

万円以内、株式数の上限を年額5,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終

結時点の取締役の員数は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。
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地 　 　 　 位 氏 　 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 関 係

取 締 役

（監査等委員）
山 本 泰 造

公益財団法人深尾理工教育

振 興 財 団 常 務 理 事

兼職先と当社との間に特別
な 関 係 は あ り ま せ ん

取 締 役

（監査等委員）
津 田 穂 積

津田公認会計士事務所所長
京 都 機 械 工 具 株 式 会 社
社外取締役（監査等委員）

兼職先と当社との間に特別
な 関 係 は あ り ま せ ん

取締役会出席

状況

（13回開催）

監査等委員会出席

状況

（12回開催）

取締役（監査等委員）

山本泰造
　　　　13回 　　　　 12回

取締役（監査等委員）

津田穂積
　　　　13回  　　　　12回

(2)　社外役員に関する事項

 　イ.他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　 ロ.当事業年度における主な活動状況

 　 a.取締役会および監査等委員会への出席状況

 　 b.取締役会における主な活動状況

 　　 取締役（監査等委員）山本泰造氏は中小企業診断士、経営コンサルタント

としての専門的見地から、また、取締役（監査等委員）津田穂積氏は公認会

計士、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正

性を確保するため、それぞれ議案審議等に必要な発言は出席の都度適宜行っ

ております。なお、重要な案件等につきましては、事前に説明を実施し、了

解を得ております。

 　 c.監査等委員会における主な活動状況

 　　 取締役（監査等委員）山本泰造氏、取締役（監査等委員）津田穂積氏は非

常勤でありますが、他の監査等委員から日頃の監査状況を聞き、監査結果に

ついての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

さらに、監査等委員会を通じ会社の業務執行の内容を十分に把握し、適正な

監査意見を形成しております。なお、重要な案件等につきましては、事前に

説明を実施し、了解を得ております。
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区分 名称
当事業年度に係る
報 酬 等 の 額

当社が会計監査人に支払うべき金銭
そ の 他 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額

会計監査人 ひかり監査法人 14,500千円 14,500千円

４．会計監査人に関する事項

(1)　会計監査人の名称および報酬等の額

 (注)１.当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分していないため、上記の金額にはこれらの合計

額を記載しております。

　　 ２.監査等委員会は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数および人

員数等について、当社の会計監査人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬が決定され

たものであることを確認し監査報酬に同意をしております。

(2)　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人の適正な職務の執行が困難である場合、その他必要が

あると判断した場合には、監査等委員会の決定により会計監査人の解任また

は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査

人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、

監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしま

す。

(3)　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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５．業務の適正を確保するための体制
　(1)業務の適正を確保するための体制の整備についての決定又は決議内容の概

要

　　　当社は、業務の適正を確保するための体制等の整備について取締役会にお

いて以下のとおり決議しております。

①　取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

　当社は、取締役および従業員等に法令・定款の遵守を徹底させるため、代

表取締役自らが種々の機会を通じて企業理念を従業員等に伝えることによ

り、法令および定款を遵守した行動が可能な経営体制の確立に努め、不祥事

の未然防止を行います。

　また、コンプライアンス体制構築の環境整備として、適宜従業員等への教

育も実施しております。

　さらに、重要な法務問題およびコンプライアンスの取組みに関する事項に

ついては、社外の顧問弁護士と適宜協議し指導を受けております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、文書管理規程を制定し、取締役の職務の執行に係る文書その他の

情報の保存方法、保存期間を定めております。

　また、文書その他の情報は、規程に従って適切に保存、管理、および廃棄

を実施するとともに、当該文書については取締役（監査等委員を含む）はこ

れらを閲覧できるものとしております。

　さらに、情報の管理については情報セキュリティに関するガイドラインを

定め、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、コンプライアンス、事業等のリスク（工期の遅延、適切な組織対

応、代金回収等）および情報セキュリティに係るリスクについては、全社的

に規則、ガイドラインの制定、教育・訓練の実施を行うものとし、組織横断

的リスク状況の監視および全社的対応は、総務部が行うものとしておりま

す。

　また、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責

任者となる取締役を定めて対応しております。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制の基礎として、取締役会を原則として月１回以上開催し、必要に応じて臨

時に開催しております。また、取締役会の決定事項に当たっては、取締役が

役割分担を行い効率的な業務執行を行うものとしております。

⑤　当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

　子会社の代表取締役は、子会社の関連書類等の精査・分析等を行った上

で、当社のマネジメント会議において、当社指定の報告書様式により、定期

的（月１回）に報告を行っております。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合に

おける当該従業員に関する事項

　現在当社には、監査等委員会の職務を補助する従業員は置いておりません

が、監査等委員会から要望があった場合には、内部監査規程に基づき人員を

配置することとしております。

　また、その職務の内容は次のとおりであります。

ｱ)監査等委員会議事録作成

ｲ)資料の提供および調査

ｳ)その他事務連絡

⑦　前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項並びに当該従業員に対

する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき従業員の指揮命令については、監査等委

員会が直接行います。また、補助すべき従業員の人事考課および異動等につ

いては、監査等委員会の同意をもって決定することとしております。

⑧　取締役および従業員が監査等委員会に報告するための体制、その他の監

査等委員会への報告に関する体制並びにその報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　重要事項については、監査等委員が出席する取締役会、営業会議、マネジ

メント会議にて報告しております。また、その他の主要な会議においても適

宜報告しております。
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　さらに、監査等委員会へ報告を行った取締役および従業員に対し、当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を取締

役および従業員に周知徹底しております。

⑨　監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項

　監査等委員がその職務の執行について当社に対して前払い等の請求をした

ときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該

監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこ

れに応じるものとしております。

⑩　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

　監査等委員は、取締役会ほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行に対

して厳正な監査を行い、社内の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要

に応じ取締役にその説明を求めることとしております。また、適宜意見交換

の場を持ちそれらを当社の経営に反映できる体制を整備しております。

　さらに、監査等委員会は、当社の会計監査人から監査の方法・結果等につ

いて説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。

　(2)当該体制の運用状況の概要

①　内部統制システムの運用の状況等

　当社は、定例の取締役会を12回と臨時の取締役会を１回開催し、経営上の

意思決定を行いました。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し

て取締役の職務執行について厳正な監査を行いました。また、監査等委員会

を12回開催し、監査等委員間の情報共有および意思疎通を図るほか、会計監

査人より監査実施結果等に関し適宜説明を受けました。
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②　内部監査の状況

　内部監査体制につきましては、内部監査室が当社の財産および業務運営の

状況について適正性と効率性の観点から毎月監査を実施するとともに、当社

の財務報告に係る内部統制システムの有効性について検証および評価を行い

ました。

③　監査等委員会と内部監査部門との連携状況

　監査等委員会と内部監査室とは、内部監査実施報告および意見交換等は、

毎月定例会議を開催して行っております。監査等委員会は、内部監査室と監

査方針、監査スケジュール、監査結果等につき情報交換と意見交換を実施

し、内部監査室の監査方法および結果について把握する等連携を図りまし

た。

④　内部統制委員会の開催状況

　内部統制委員会は、取締役により構成され、その中から取締役管理本部長

を内部統制委員長として決定し、内部監査の進捗状況や実施状況の結果につ

いての報告を行うために随時実施しております。

　なお、当期は内部統制委員会を２回開催いたしました。

⑤　リスク管理体制の運用の状況

　当社は、取締役会の他、個別経営課題の協議の場として取締役により構成

する幹部会議を適時開催しリスクの予防・管理を図りました。また、各部門

会議を月１回開催し、その会議に担当取締役も出席し、リスクの予防・管理

について伝達し周知・徹底いたしました。

６．会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す

る基本方針

　該当事項はありません。
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( 令和３年６月30日現在 )
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

完成工事未収入金

販 売 用 不 動 産

材 料 貯 蔵 品

関係会社短期貸付金

立 替 金

そ の 他 流 動 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工 具 器 具 ・ 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

借 地 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

会 員 権

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 投 資 等

貸 倒 引 当 金
　

3,811,873

1,581,464

303,027

105,859

1,575,907

195,832

939

30,000

7,735

11,106

1,053,801

707,969

208,033

91,354

17,267

391,314

23,052

5,112

2,796

15,143

322,778

164,843

68,500

17,618

36,800

18,380

3,082

36,252

△22,698
　

流 動 負 債 2,143,014

支 払 手 形 425,304

工 事 未 払 金 1,126,430

リ ー ス 債 務 4,477

未 払 金 10,794

未 払 費 用 27,352

未 払 法 人 税 等 65,598

未 払 消 費 税 等 43,717

未 成 工 事 受 入 金 390,795

預 り 金 32,609

完成工事補償引当金 5,500

工 事 損 失 引 当 金 10,433

固 定 負 債 58,013

預 り 保 証 金 47,851

預 り 敷 金 3,000

リ ー ス 債 務 7,162

負 債 合 計 2,201,027

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,628,007

資 本 金 849,500

資 本 剰 余 金 629,839

資 本 準 備 金 625,900

その他資本剰余金 3,939

利 益 剰 余 金 1,328,720

利 益 準 備 金 188,250

その他利益剰余金 1,140,470

別 途 積 立 金 970,000

繰越利益剰余金 170,470

自 己 株 式 △180,052

評価・換算差額等 36,639

その他有価証券評価差額金 36,639

純 資 産 合 計 2,664,646

資 産 合 計 4,865,674 負債及び純資産合計 4,865,674

貸　借　対　照　表
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( 令和２年７月１日から
令和３年６月30日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 7,419,065

不 動 産 事 業 等 売 上 高 32,952 7,452,018

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 6,826,625

不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 25,655 6,852,280

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 592,440

不 動 産 事 業 等 総 利 益 7,297 599,737

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 387,449

営 業 利 益 212,287

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 3,769

経 営 指 導 料 10,998

そ の 他 の 営 業 外 収 益 2,832 17,600

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,760

支 払 保 証 料 2,615 4,376

経 常 利 益 225,511

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 624 624

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 708

固 定 資 産 除 却 損 49 758

税 引 前 当 期 純 利 益 225,377

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 86,801

法 人 税 等 調 整 額 △4,534 82,267

当 期 純 利 益 143,109

損　益　計　算　書
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（ 令和２年７月１日から
令和３年６月30日まで ）

（単位：千円）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資

本剰余金
資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

令和２年7月1日
期 首 残 高

849,500 625,900 － 625,900 188,250 900,000 124,119 1,212,369

事 業 年 度 中 の
変 動 額

別 途 積 立 金 の
積 立

70,000 △70,000 －

剰 余 金 の 配 当 △26,758 △26,758

当 期 純 利 益 143,109 143,109

自己株式の処分 3,939 3,939

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（ 純 額 ）

事業年度中の変動
額 合 計

－ － 3,939 3,939 － 70,000 46,350 116,350

令和３年6月30日
期 末 残 高

849,500 625,900 3,939 629,839 188,250 970,000 170,470 1,328,720

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産
合 計自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

令和２年7月1日
期 首 残 高

△209,913 2,477,856 46,362 46,362 2,524,218

事 業 年 度 中 の
変 動 額

別 途 積 立 金 の
積 立

－ －

剰 余 金 の 配 当 △26,758 △26,758

当 期 純 利 益 143,109 143,109

自己株式の処分 29,861 33,800 33,800

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（ 純 額 ）

△9,722 △9,722 △9,722

事業年度中の変動
額 合 計

29,861 150,150 △9,722 △9,722 140,428

令和３年6月30日
期 末 残 高

△180,052 2,628,007 36,639 36,639 2,664,646

株主資本等変動計算書

－ 22 －



販売用不動産 　個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

有形固定資産

(リース資産を除く）

　定率法によっております。

無形固定資産

(リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内の利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(5) 完成工事高及び完成工事

原価の計上基準

　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。

(6) 消費税等に相当する額の

会計処理方法

　税抜方式によっております。

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項の注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券　　　　時価のあるもの

　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定

しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

材料貯蔵品　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

(3) 固定資産の減価償却方法

リース資産　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

　なお、リース取引開始日が改正リース取引会計基準適用前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しており

ます。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金　　　完成工事に関する契約不適合及びアフターサービス等の費用

に充てるため、当事業年度末の完成工事高に対する将来の見積

補償額に基づいて計上しております。

工事損失引当金　　　　　受注工事等に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手

持ち工事等のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理

的に見積もることができる工事等について、損失見込額を計上

しております。
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２.表示方法の変更に関する注記

　（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当

事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記

を記載しております。

３.会計上の見積りに関する注記

　工事契約に係る収益認識

　(1)当事業年度の計算書類に計上した完成工事高

　　　進行基準を適用した金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　7,052,908千円

　(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　１.当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

　　　 当社は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について

は、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）によって収益の認識を行い、そ

の他の工事については工事完成基準によって算出しております。

　　２.当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた仮定

　　　 工事進行基準を適用するにあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における

工事進捗度について、合理的な見積りを行うため、工事契約ごとに実行予算を策定してお

ります。なお、会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響については、現

時点で合理的に算出することは困難でありますが、当社では、新型コロナウイルス感染症

による影響は一定期間経過後に収束し、当事業年度の業績について工事進捗に一定程度の

影響を受けるものの、重要な影響はないと仮定した上で、これを元に見積りを行っており

ます。

　　３.翌事業年度の計算書類に与える影響

　　　 工事契約は個別性が強く、工事の進行途上において当初は想定していなかった状況等の変

化や、工事契約の変更が行われる場合があります。そのため、工事進行基準による収益認

識の基礎となる工事原価総額の見直しを行うにあたり、工事完成に必要となる作業内容及

び工数に関する情報を速やかに収集し、適宜適切に実行予算に反映させておりますが、こ

れらの見積りには不確実性を伴うため、翌事業年度の経営成績等に影響を及ぼす可能性が

あります。
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４.貸借対照表に関する注記

(1）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　　 1,561,744千円

(2）担保に供している資産　　　　　　　　土地　　　　　　　　　　    95,183千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　  65,074千円

　　担保に係る債務の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      －千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金銭債権　　　　　　　　    34,466千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金銭債務　　　　　　　　    28,292千円

(4）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

５. 損益計算書に関する注記

　(1) 関係会社との取引高　　　　　　　　　営業取引高　　　　　　　　 244,483千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業取引以外の取引高　　    11,298千円

(2) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数　 　　普通株式　　686,000株

(2）当事業年度の末日における自己株式の種類及び数　　 　　普通株式　　 78,359株

(3）当事業年度中に行った剰余金の配当　　　　　　　　　　　　　　　　26,758千円

令和２年９月25日開催の第66回定時株主総会において、次のとおり決議をしております。

・普通株式の配当に関する事項　　　　配当金の総額　　　　　　　　26,758千円

１株当たり配当額　　　　　　　　　45円

基準日　　　　　　　　令和２年６月30日

効力発生日　　　　　　令和２年９月28日

(4）基準日が当事業年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　令和３年９月24日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

　　・普通株式の配当に関する事項　　　　配当の原資　　　　　　　　　利益剰余金

配当金の総額　　　　　　　　36,458千円

１株当たり配当額　　　　　　　　　60円

基準日　　　　　　　　令和３年６月30日

効力発生日　　　　　　令和３年９月27日

(5）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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　　繰延税金資産

　　　貸倒引当金損金算入限度超過額 6,913 千円

　　　販売用不動産評価損 11,856

　　　ゴルフ会員権評価損 12,844

　　　投資有価証券評価損 3,137

　　　減損損失 13,751

　　　完成工事補償引当金繰入額 1,675

　　　その他 18,803

　　繰延税金資産小計 68,983

　　評価性引当額 △49,386

　　繰延税金資産合計 19,597

　　繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金 16,515

　　繰延税金負債合計 16,515

　　繰延税金資産（△負債）の純額 3,082

７. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

８. 金融商品に関する注記

　(1）金融商品の状況に関する事項

　　①金融商品に対する取組方針

　　　当社は、資金運用については預金等に限定しております。また資金調達については、銀行

借入による方針であります。

　　②金融商品の内容及びそのリスク

　　　営業債権である受取手形、電子記録債権及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒

されております。

　　　有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価

格の変動リスクに晒されております。

　　　営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であり

ます。

　　③金融商品に係るリスク管理体制

　　　営業債権については、与信管理規程に従い、各事業部門が取引先の状況を定期的にモニタ

リングし、残高を管理するとともに回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　　　有価証券及び投資有価証券は、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しておりま

す。

　　④営業債務の「流動性リスク」の管理体制

　　　各部署からの報告に基づき総務部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

　　⑤金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）現金及び預金 1,581,464千円 1,581,464千円 －千円

（2）受取手形 303,027 303,027 －

（3）電子記録債権 105,859 105,859 －

（4）完成工事未収入金 1,575,907 1,575,907 －

（5）投資有価証券

　　　 その他有価証券 161,843 161,843 －

資産計 3,728,103 3,728,103 －

（1）支払手形 425,304 425,304 －

（2）工事未払金 1,126,430 1,126,430 －

負債計 1,551,735 1,551,735 －

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内

（1）現金及び預金 1,581,464千円 －千円 －千円

（2）受取手形 303,027 － －

（3）電子記録債権 105,859 － －

（4）完成工事未収入金 1,575,907 － －

　合計 3,566,259 － －

　（2）金融商品の時価等に関する事項

　　　 令和３年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
　　　　資産
　　　　　（1）現金及び預金（2）受取手形（3）電子記録債権（4）完成工事未収入金
　　　　　　　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　　　　　（5）投資有価証券
　　　　　　　 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
　　　　負債
　　　　　（1）支払手形（2）工事未払金
　　　　　　　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　　　　　非上場株式等（貸借対照表計上額3,000千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、「（5）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　　　　　関係会社株式（子会社株式、貸借対照表計上額68,500千円）は、市場価格がなく、か
つ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と
認められるため、上表に含めておりません。

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
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貸借対照表計上額 時　　価

274,543千円 292,192千円

種類
会社等の
名称

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社
株式会社
古澤建設

所有
直接80％

資金の援助

経営指導

役員の兼任

資金の貸付

資金の回収

利息の受取

経営指導
料の受取

30,000

30,000

300

10,998

関 係 会 社　

短期貸付金

－

－

－

30,000

－

－

－

９. 賃貸等不動産に関する注記

 (1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、滋賀県甲賀市及びその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃

貸商業施設等を所有しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額

(指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

10. 関連当事者との取引に関する注記

　　子会社及び関連会社等

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　 （1）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

　　　　 （2）経営指導料については、経営活動全般に関する指導、助言に対する対価として業

務の内容を勘案し決定しております。

11. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額　　   4,385円23銭

１株当たり当期純利益　　 　240円23銭
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 光 田 周 史㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 玲 司㊞

独立監査人の監査報告書
令和３年８月20日

株式会社　三東工業社

取 締 役 会　御 中

　　　　　　　　　　　　ひかり監査法人

　　　　　　　　　　　　　　京都事務所

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社三東工業社の令和2年7

月1日から令和3年6月30日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と

いう。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

会計監査人の監査報告
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　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら

れているその他の事項について報告を行う。
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　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び

阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告

を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、令和２年７月１日から令和３年６月30日までの第67期

事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法

及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用

の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表

明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統

制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受

けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規

則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年

10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要

に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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令和３年８月25日

取締役　常勤監査等委員 奥 村 敏 朗 ㊞
社外取締役　監査等委員 山 本 泰 造 ㊞
社外取締役　監査等委員 津 田 穂 積 ㊞

株式会社　三東工業社　監査等委員会

　

２. 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると

認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ

ません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 　会計監査人ひかり監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

　

以　上
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株主総会参考書類

　 議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は、業績に応じた配分を基本として、株主の皆様への安定的な利益

還元と経営体質の強化を重要な経営方針としております。

　上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、業績が堅調に推移

し大幅な増収・増益を達成できたことから、以下のとおり増配いたしたい

と存じます。

１. 期末配当に関する事項

　（1）配当財産の種類

　　　　金銭といたします。

（2）配当財産の割当に関する事項およびその総額

　　　　当社普通株式１株につき金60円

　　　　（うち、普通配当45円、特別配当15円）

　　　配当総額　　　　36,458,460円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　令和３年９月27日といたしたいと存じます。

２. その他の剰余金の処分に関する事項

（1）減少する剰余金の項目およびその額

　　　繰越利益剰余金　　　　　100,000,000円

（2）増加する剰余金の項目およびその額

　　　別途積立金　　　　　　　100,000,000円
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現　行　定　款 変　　更　　案

（目的）

第２条　当会社は、次の事業を営

むことを目的とする。

　　　1.～13.（号文省略）

　　　　　　 （新　　設）

　　　14.　　（号文省略）

（公告方法）

第５条　当会社の公告は、日本経

済新聞に掲載して行う。

（目的）

第２条（現行どおり）

　　　1.～13.（現行どおり）

　　　14.環境事業

　　　15.　　（現行どおり）

（公告方法）

第５条　当会社の公告方法は、電

子公告とする。ただし、事故その

他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができ

ない場合は、日本経済新聞に掲載

する方法により行う。

第２号議案  定款一部変更の件

１．変更の理由

（1）　今後の業務範囲の拡大および新分野への展開に備えるため、事業

目的を追加するものであります。

（2）　インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公

告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電

子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をするこ

とができない場合の措置を定めるものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）
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候
補
者
番
号

ふり

氏

 

　

 

　

 

　
がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有
す る
当 社
の 株
式 数

１

おく

奥

 

 
だ

田

 

 
かつ

克

 

 
み

実
（昭和24年12月11日）

再 任

昭和52年４月 当社入社
平成16年８月 当社営業部長
平成17年９月 当社取締役営業部門長
平成19年９月 当社代表取締役社長

兼営業統括責任者
平成21年９月 当社代表取締役社長（現任）

8,700株

【取締役候補者とした理由】
　奥田克実氏は、平成19年９月より当社の代表取締役
社長を務めており、その経験や知見を当社の経営に活
かすことができると判断し、引き続き取締役候補者と
いたしました。

２

ほそ

細

 

 
かわ

川

 

 
のり

礼

 

 
あき

昭
（昭和32年９月３日）

再 任

昭和51年４月 三幸建設株式会社入社
昭和60年７月 当社入社
平成20年４月 当社営業部長
平成28年９月 当社取締役営業部長
平成28年９月 株式会社古澤建設取締役（現任）

平成29年４月 当社常務取締役
令和元年６月 当社専務取締役
令和元年９月 当社代表取締役専務
令和２年９月 当社代表取締役専務執行役

員（現任）

8,100株

（重要な兼職の状況）

　株式会社古澤建設　取締役

【取締役候補者とした理由】
　細川礼昭氏は、当社における土木事業部門・営業部
門に関する豊富な職務経験を有しており、その経験や
知見を当社の経営に活かすことができると判断し、引
き続き取締役候補者といたしました。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同
じ。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候
補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 36 －



候
補
者
番
号

ふり
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がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有
す る
当 社
の 株
式 数

３

なか

中

 

 
むら

村

 

 
こう

幸

 

 
じ

治
（昭和43年12月５日）

再 任

平成２年４月 当社入社
平成18年２月 当社建築部門長
平成20年５月 当社執行役員建築事業部長
平成21年９月 当社取締役建築事業部長
平成25年７月 当社取締役建築事業本部長
令和元年６月 当社常務取締役建築事業本

部長
令和２年６月 当社取締役専務執行役員建

築事業本部長（現任）

5,900株

【取締役候補者とした理由】
　中村幸治氏は、当社における建築事業部門に関する
豊富な職務経験を有しており、その経験や知見を当社
の経営に活かすことができると判断し、引き続き取締
役候補者といたしました。

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２.当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負

うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず

ることのある損害を、当該保険契約により填補することとしておりま

す。当該保険契約は１年毎に契約更新しており、次回更新時には同内

容での更新を予定しております。全ての取締役候補者は当該保険契約

の被保険者に含められることとなります。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定

の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、平成28年

９月27日開催の当社第62回定時株主総会において、年額120百万円以内（ただし

使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただき今日に至ってお

りますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額100百万円以内（ただ

し使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と改めさせていただきたいと

存じます。

　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数

および今後の動向等を総合的に勘案して決定しており、相当であるものと判断し

ております。

　なお、取締役の個人別の報酬別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告12ペ

ージに記載のとおりであります。

　現在当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名でありますが、

第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）は３名となります。
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第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

　当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、平成28年９月27日開催の当社

第62回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただき今日に至ってお

りますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、監査等

委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内と改めさせていただきたいと

存じます。

　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数

および今後の動向等を総合的に勘案して決定しており、相当であるものと判断し

ております。

　現在の監査等委員である取締役は、３名であります。

以上
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